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１．緒言
　我が国の高齢化は諸外国と比較した場合に急速に
進展しており，その進展に対応するために，厚生労
働省は地域包括ケアシステムの構築を推進してい
る．その推進において在宅医療の果たす役割が多い
ことは周知の事実であろう．
　そこで本稿では，最初に我が国全体の質の高い在
宅医療の在り方を考察するためにも，在宅医療の制
度上の位置付けを確認しておきたい．さらに，その
位置付けを明らかにした上で，施設基準を参考に，
我が国の在宅療養支援診療所（以下，在支診）と機
能強化型在宅療養支援診療所（以下，機能強化型在
支診）の定義を確認する．
　次に，地域包括ケアシステムにおいて重要な役割
を果たしている在宅医療のマネジメントの現状と課
題を明らかにするために，岡山県の倉敷市と総社市
の在宅医療の実践のうち，機能強化型在支診の経営
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　本稿では，在宅医療の制度上の位置付けを明らかにした上で，施設基準を参考に，我が国の在宅療
養支援診療所と機能強化型在宅療養支援診療所の定義を確認した．次に，岡山県の倉敷市・総社市の
在宅医療の実践のうち，機能強化型在宅療養支援診療所の経営実践の特徴として，（1）有床診療所で
あり，医療法人だけでなく社会福祉法人を有し，2法人を合わせて13事業所を有している法人，（2）
訪問診療専門のクリニック，（3）小児在宅部門を有しているクリニック，（4）院長が他の在宅療養支
援診療所に在籍していた総社市の2つのクリニックの存在，（5）複数の医療・介護サービスや地域医
療連携室を有するクリニックの存在，の5点を示した。また，そうした5点の特徴から，（1）有床診療
所のメリット，（2）複数の事業所の1つとしての在宅療養診療所がどのように機能しているか，（3）
小児在宅診療部門はどのように機能しているか，（4）管理栄養士の役割や在宅患者の褥瘡対策の事例
研究，（5）もの忘れ認知症外来の地域で果たす役割や，1クリニック内の外来診療と在宅診療が，実
際の患者からすればどのように機能しているか，の5つを今後の課題を整理した。

実践の特徴を示し，その特徴から今後の課題を明ら
かにしたい．

２．方法
２．１　在宅医療の制度の変遷
　ここでは，在宅医療の制度の変遷について，本稿
の目的に沿って簡潔に確認する．
　そこで，本稿の目的に沿って，在宅医療の制度の
変遷のうち特に確認しておきたい点は，第5次医療
法改正により医療機能の分化・連携と在宅医療の確
保に関する事項が医療計画に位置づけられた点であ
り，それを契機に在支診が創設されている点が，本
稿の目的において重要である1）．
　ここで言う在支診を施設基準に基づいて筆者が簡
潔に定義すれば，患者・家族の在宅療養を支えるた
めに，必要に応じて他の医療機関と連携をとりつつ
24時間往診や24時間訪問看護等を提供できるよう一
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定の基準を満たした診療所と言える（p.758）2）．
　また，2008年には在宅療養支援病院（以下，在支
病）が創設され，2012年には在宅医療の充実と評価
を目的として，機能強化型在支診と機能強化型在宅
療養支援病院（以下，機能強化型在支病）が創設さ
れている1）．
　したがって，本稿の目的は，両者のうち，機能強
化型在支診に焦点を当てて，岡山県の倉敷市・総社
市の在宅医療の提供体制の現状を明らかにすること
である．なお，その目的において，機能強化型在支
診に焦点を当てた理由は，在支診の看取り件数をは
じめとして各施設の実績に大きくばらつきがあった
ことを前提として，質の高い在宅医療を提供する目
的で創設された機能強化型在支診の経営実践の特徴
を示し，その特徴から今後の在宅医療マネジメント
の課題を明らかにしたいからである．したがって，
機能強化型在支病については，紙幅の関係上，別項
に譲ることにしたい．
　なお，その目的において，岡山県の倉敷市・総社
市を選定した理由は，その理由の前提として筆者が
岡山県の倉敷市・総社市の地理に精通しており，両
市の人口密度や，医療資源及び介護資源の相違によ
る在宅医療の現状に関心を持ったからである．
　なお，本稿で焦点を当てた機能強化型在支診には，
単独型と連携型が存在する．
　筆者が施設基準を参考に両者を簡潔に定義すれ
ば，前者は，診療所単独で24時間365日往診できる
よう施設基準を満たしている診療所であり，後者は，
他の医療機関と情報を共有しながら，緊急時や必要
時に24時間365日往診等ができる体制を整えた診療
所である（p.760-761）2）．
　最後に，本稿の対象ではないが，2000年の介護保
険法施行についても在宅医療と密接な関りがあり，

例えば在宅医療サービスの提供において重要な訪問
看護については，原則，介護保険・医療保険の双方
に位置づけられており，基本的には介護保険からの
給付が優先されることになっている．しかし，医療・
介護事業者ですら，訪問看護を医療保険と介護保険
のどちらで提供すべきかについて，自信を持って答
えられないこともしばしば見受けられるようである
（p.20）3）．
２．２　�岡山県の倉敷市・総社市の医療提供体制の

現状
　ここでは，岡山県の倉敷市・総社市の機能強化型
在支診の経営実践を確認する前に，岡山県の倉敷市・
総社市における医療提供体制の概要を確認しておき
たい．
　最初に両市の医療提供体制を簡潔に述べるとすれ
ば，岡山県の基幹病院の殆どが県南に位置している
点を指摘しておきたい．なお，本稿と関連のある倉
敷市・総社市は県南西部に位置する市町村であり，
基幹病院との連携が取りやすい市町村である．
　そこで，表1では岡山県の倉敷市・総社市におけ
る医療需要の前提となる人口や高齢化率の概要を確
認しておきたい4）．
　表1について在宅医療マネジメントの効率性の観
点から考察すれば，倉敷市よりも人口密度の低い総
社市のほうが，在宅医療の患者の確保や，医師等に
よる往診や訪問診療の移動距離の負担が大きいこと
が伺える．
　したがって，雑駁ではあるが，こうした負担の相
違があるため，筆者としては，上記で述べた人口密
度や，倉敷市・総社市の医療機関の立地の特徴を踏
まえた上で，今後の倉敷市・総社市の在宅医療の在
り方を考えるべきであると考える．その他にも，本
稿では紙幅の関係で確認出来なかったが，筆者とし

表１　県南西部（倉敷市・総社市）の概要

資料：�JMAP�地域医療情報システム HP・地域別統計の�
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ては，岡山県の倉敷市・総社市の地域介護資源の立
地も含めて，在宅医療の在り方を考えるべきである
と考える．
　次に，図1では，本稿の目的と関わる倉敷市・総
社市の在支診・在支病の施設数比較を行う4）．
　表2で示した倉敷市・総社市の在支診・在支病の
施設数の特徴は以下の通りである．

（1）総社市は在支病が機能強化型在支病2（連携型）
の1施設のみであり，倉敷市と比較した場合に極端
に少ない点

（2）総社市は機能強化型在支診1（単独型）は0（ゼロ）
ではあるものの，機能強化型在支診2（連携型）が2
施設存在する点
　上記の2点からすると，現時点の倉敷市・総社市
の在宅医療機能については，それぞれ異なる展開と
なっている．具体的に言えば，総社市は，在支診を
中心に，その機能の充実が図られており，倉敷市は
総社市よりも在支病が充実していると言える．
２．３　�岡山県の倉敷市・総社市における機能強化

型在宅療養支援診療所の概要
　以下では，岡山県の倉敷市・総社市の在宅医療の
うち，図1で確認した機能強化型在支診1（単独型）・
2（連携型）に焦点を当てて，表2で岡山県倉敷市の
機能強化型在支診の施設概要を確認したい5-8,12-15）．
　ただし，以下で参考にした医療介護情報局の医療
機関届出情報（地方厚生局）施設詳細情報の各医療
機関基本情報は，2018年6月1日現在の情報のため，
表2の集計時点である2017年10月現在とは集計時点

が異なっているため，施設数が変動している点に留
意する必要がある．
　また，表2のつばさクリニックについては，開設
主体が医療法人であり，倉敷市と岡山市の複数市町
村に施設を有している．したがって，岡山市の施設
は本稿の対象外ではあるものの，つばさクリニック
（岡山市）として併記している．
　表3は，各施設の特掲診療料を比較したものであ
る5-8,12-15）．特にこの表では，医療法人福寿会　藤戸
クリニック（以下，藤戸クリニック）が，機能強化
型在支診1（単独型）であることが分かる「別添1の
「第9」の1の（1）に規定する在支診」であることと，
茶屋町在宅診療所及び，つばさクリニック（倉敷市・
岡山市）が機能強化型在支診2（連携型）であるこ
とが分かる「別添1の「第9」の1の（2）に規定する在
支診」であることを確認しておきたい．
　その他にも，3施設の比較ではあるものの，例え
ば茶屋町在宅診療所の「がん性疼痛緩和指導管理料」
等は，その他2施設には無く，施設の特徴を現わし
ていると言える．
　表4は，岡山県総社市の機能強化型在支診である
3施設の概要であり9-11,16-18），表5は各施設の特掲診療
料を比較したものである9-11,16-18）．特に表5では，医
療法人弘友会　泉クリニック（以下，泉クリニック）
が，機能強化型在支診1（単独型）であることが分
かる「別添1の「第9」の1の（1）に規定する在支診」
であることと，藤井クリニック及び，あさのクリニッ
クが機能強化型在支診2（連携型）であることが分

図１　倉敷市・総社市の在支診・在支病の施設数比較

資料：JMAP�地域医療情報システム HP・地域別統計の
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かる「別添1の「第9」の1の（2）に規定する在支診」
であることを確認しておきたい．

３．考察
　以下では，ここまでで確認した岡山県の倉敷市・
総社市における機能強化型在支診の経営実践の特徴
について整理したい．その特徴を整理したのが表6
である5,7-12,14-18）．
　その表の中の藤戸クリニックと泉クリニックの共
通点を指摘するならば，キーワードの欄にも示した
ように，両施設共に機能強化型在支診1（単独型）
であり，複数の事業所を有している点を挙げること

が出来る．なお，両クリニックは，医療法人あるい
は，それに加えて社会福祉法人を有しており，それ
らの法人が提供している介護サービスの利用者への
提供を中心とした在宅医療サービスであることが推
察される．例えば，藤戸クリニックでは，それらの
法人で提供しているグループホームにおいて在宅医
療を提供している．ただし，藤戸クリニックが行う，
グループホームのような一度に複数の患者に対応で
きる施設診療は，2016年度の在宅医療を巡る診療報
酬の改訂では大幅な減算になり，クリニックの収入
は改定前の約4割に減少したと言われている19）．
　次に，つばさクリニック（倉敷市・岡山市）につ

表２　岡山県倉敷市の機能強化型在支診の概要

資料：�医療介護情報局 HP 医療機関届出情報（地方厚生局）施設別詳細情報（2018.6.1現在）5-8）と各医療機関の

HP12-15）（2018.8.1確認）に基づいて筆者作成
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いては，複数市町村で訪問診療を行うクリニックを
経営しており，一般社団法人日本在宅医学会のホー

ムページによれば，日本在宅医学会の研修施設であ
り，研修期間2年，定員2名のくらしき在宅医療研修

表３　岡山県倉敷市の機能強化型在支診の特掲診療料比較

資料：�医療介護情報局 HP 医療機関届出情報（地方厚生局）施設別詳細情報（2018.6.1現在）5-8）と各医療機関の HP12-15）

（2018.8.1確認）に基づいて筆者作成
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表４　岡山県総社市の機能強化型在支診の概要

資料：�医療介護情報局 HP 医療機関届出情報（地方厚生局）施設別詳細情報（2018.6.1現在）9-11）と各医療機関の

HP16-18）（2018.8.1確認）に基づいて筆者作成
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表５　岡山県総社市の機能強化型在支診の特掲診療料比較

資料：�医療介護情報局 HP 医療機関届出情報（地方厚生局）　施設別詳細情報（2018.6.1現在）9-11）（2018.8.1確認）に

基づいて筆者作成
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表６　倉敷市・総社市の機能強化型在支診の経営実践の特徴

資料：�医療介護情報局 HP 医療機関届出情報（地方厚生局）施設別詳細情報（2018.6.1現在）5，7-11）と各医療

機関の HP12，14-18）（2018.8.1確認）に基づいて筆者作成

プログラムを行っている20）．そのプログラムとの関
連は確認していないが，表7の藤井クリニック（総
社市）と，あさのクリニック（総社市）は，それぞ
れのクリニックのホームページによれば，両院長共
に，つばさクリニック在職後にクリニックを開業し
ている．そのほかにも，あさのクリニックが事務局
である「総社で認知症を学ぶ会」主催の「VR 認知
症体験会＠総社」や映画「ケアニン」上映会のイベ
ントを，つばさクリニック，藤井クリニック，あさ
のクリニックの共催で行っている．したがって，特
に藤井クリニックと，あさのクリニックは，同一地
域の競合関係にある一方で，共に総社市の在宅医療

を支えるために連携している一面もあるといえる．
そうした競合関係にありつつも連携している一面が
あることは，表6のキーワードや，それぞれのクリ
ニックの特徴からも推察可能である．
　最後に上記の経営実践の特徴から，筆者の今後の
課題を整理しておきたい．
（1）在支診における有床診療所は，患者や家族にとっ
て，どのようなメリットがあるのか
（例…医療法人福寿会　藤戸クリニック）
　筆者が知る限りでは，在宅医療を手がける診療所
が入院機能を担う意義として，①病院から早期に患
者の紹介を受け，在宅移行を図る，②患者家族のレ
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スパイト（休息）や在宅患者自身のリフレッシュに
使う，③介護力の問題で在宅の看取りが難しくなっ
た患者を受け入れる等，を挙げることが出来る．し
たがって，紙幅の関係で別稿になるが，在宅医療マ
ネジメントの観点から，有床診療所を手がける意義
について明らかにしたい．
（2）複数の事業所の1つとしての在宅療養支援診療
所は，実際には法人やグループ内で，どのように機
能しているか
（例…医療法人福寿会　藤戸クリニック，医療法人
弘友会　泉クリニック）
（2）についてもう少し具体的に言えば，法人やグ
ループ内において，例えば医療サービス事業所と介
護サービス事業所の連携という点で，いかに在宅療
養支援診療所が役割を果たしているか，ということ
である．その他にも，在支診のみを経営している医
療法人と比較した場合に，どのようなメリットがあ
るか，について明らかにしたい．
（3）小児在宅診療部門は実際の地域でどのように
機能しているか（つばさクリニック）
　本稿では小児在宅医療は検討しなかったが，在支

診や訪問看護ステーションが，どのように小児在宅
医療を行っているか，についても今後の筆者の課題
としたい．
（4）在支診における管理栄養士の役割や在宅患者
の褥瘡対策の事例研究（藤井クリニック）
　（4）については，在宅療養中の患者に対する栄養
管理や，高血圧症患者への特別食が想定されるが，
実際の現場において，在宅療養中の患者の満足度向
上の工夫等について明らかにしたい．また，褥瘡対
策についても，そうした対策の具体的工夫を明らか
にしたい．
（5）もの忘れ認知症外来の地域で果たす役割や，1
クリニック内の外来診療と在宅医療が，実際の患者
からすればどのように機能しているのか（あさのク
リニック）
　（5）については，もの忘れ認知症外来から訪問診
療への流れが想定されるが，そうした流れは，患者
又はクリニックからすれば，どのようなメリットが
あるのか，について明らかにしたい．
　最後に本稿で明らかになった今後の課題について
も，引き続き筆者の研究課題としたい．
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Abstract

　In this paper, after clarifying the systematic position of home medical care, we confirmed the definitions of Japan’s 
home medical care support clinics and function-enhanced home medical care support clinics with reference to 
facility standards. Next, of the practice of home medical care in Kurashiki City and Soja City in Okayama Prefecture, 
we indicated that, as a characteristic of the management practice of the function-enhanced home medical care 
support clinic, (1) there are 13 establishments of bed-based clinics, which are not only medical corporations, but 
also social welfare corporations, (2) a clinic specializing in visiting medical care, (3) a clinic with a pediatric home-
based department, (4) two clinics in Soja city where the director of one is enrolled in the other (5), and there are 
five clinics that have multiple medical/nursing services and regional medical cooperation rooms．Based on these 
five characteristics, we have arranged five future issues regarding how they function from the viewpoint of actual 
patients: (1) the merits of a bed-based clinics, (2) how a home-based medical clinic as one of multiple establishments 
works, (3) how the pediatric home-based medical department works, (4) the role of a registered dietitian and case 
study of pressure ulcer measures for home patients, and (5) the role to play in the community of forgetfulness 
dementia outpatients, and outpatient and home care in one clinic.
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